
 

通常の学級に在籍する児童に対し、「通級による指導」を行う

教室です。通級指導教室では、各教科等の授業を通常の学級で受

けつつ、お子様が在籍校でより豊かな学校生活を送ることができ

るよう一人一人の課題に応じた指導と支援を行っていきます。 
 

○ 市内の公立小学校の通常の学級に在籍している児童が対象で

す。週１回程度（４５分~６０分の指導）、通級指導教室に通

うことができます。 

○ 通級指導教室に通っている時間は、在籍校での出席扱いとな

ります。 

○ 通級する曜日や時刻は、保護者と通級指導教室担当者、在籍 

校が相談して決めます。 

○ 学年や学期の途中からでも通級を始めることができます。 

○ 通級指導教室に通うときは、お子様の安全面での配慮及び保

護者との連携を図るために、保護者の付き添いが必要です。 

※自転車での通級はできません。 

○ 保護者の方は、授業の様子を別室から観察ができます。指導

後に担当者と保護者が面談を行い、指導を振り返りながら、お

子様へのよりよい関わり方について考えます。 

○ お子様が、在籍校でスムーズに学校生活を送ることができるよ 

うに、学校と情報交換を行いながら、効果的な指導のあり方に

ついて相談、支援を行っていきます。 

○ 教科の学習を補うための学習支援を行うところではなく、

個々の児童に応じた学習活動上または、生活上の困難を改善・

克服することを目的としています。 

 

 

 

① 在籍校の担任や教育相談コーディネーターへ支援について相

談をします。 

② 通級指導教室入級が必要と考えられる場合は、保護者から、直

接、対象の通級指導教室に連絡します。 

③ 通級指導教室の担当者と面談を行います。その際、「就学相談

申込票」に必要事項を記入して持参します。また、在籍校と作

成した「個別の教育支援計画」を持参してください。 

④ 通級が必要である場合は、茅ヶ崎市教育委員会から保護者及

び在籍校に入級通知が送付され、入級手続きが完了します。 

 

☆ 小学校入学と同時に通級指導教室への入級を希望されるとき

は、学校教育指導課就学相談担当へご連絡ください。 

☆ 「就学相談申込票」は、茅ヶ崎市ホームページからダウンロー

ドすることができます。 

 

 

 

ことばや聞こえ等に不安のある児童が抱える課題を把握しなが

ら、背景にある要因を分析・整理し、集団生活や学習面などの場

面などにおいて、もっている力をより引き出せるように、一人一

人の状態に応じた指導や支援を行う教室です。 

 

 

 

 

 

 

○ ことばを正しく発音することが難しい。 

（例）魚を「タカナ」、太鼓を「カイコ」といったように、 

ちがった音で発音してしまう。 

○ ことばがはっきりしない。 

○ 話すときに繰り返したり、つまったりする。 

○ 耳の聞こえ方に心配がある。 

○ ことばの発達が気になる。 

  ・ことばの理解力が年齢に比べてゆっくりである。 

  ・思っていることをことばで言い表すことが苦手である。 

・友だちとのコミュニケーションがとりづらい。 

○ 学習ごとの得意・不得意の差が大きい。 

                           等 

 

 

 

 

①お子様の課題に応じて、担当者と１対１での個別指導を行いま

す。 

 

②発音、聞き取る力、言語（ことばの理解・表現・やりとり）等

の学習を行います。 

 ●正しい音の認知や模倣、発音・発語の指導などの構音指導 

 ●話しことばの流ちょう性の改善や吃音指導   等 

 

③様々な活動プログラムの中でお子様の状態を観察し、一人一人

の課題に応じた学習計画を立てます。 

 

 

 

 

 

 

 

友だちと協調して遊ぶことや集団で行動することが苦手な児童

が抱える課題を把握しながら、背景にある要因を分析・整理し、

集団生活や学習面などにおいて、もっている力をより引き出せる

ように、一人一人の児童の状態に応じた指導や支援を行う教室で

す。 

 

 

 

 

 

○ 友だちとの関わりがうまくもてない。 

○ 集団行動が苦手である。 

○ 何かにこだわると、次の行動に移ることが難しい。 

○ 物事に集中して取り組めない。 

○ 落ち着きがなく、じっとしていられない。 

○ 忘れ物が多かったり、整理整頓が苦手であったりする。 

○ 手先を使った細かな作業や走ったりボールを投げたりするな

どの大きな動きが苦手である。 

○ 学校など特定の場面で話すことができない。 

                           等 

 

 

 

 

 

 

①お子様の課題に応じて、小集団での活動を通して指導を行いま

す。 

 

②円滑なコミュニケーションに必要な知識や技能の学習を行いま

す。 

 ●ソーシャルスキルに関する指導 

●ライフスキルに関する指導   等 

 

③様々な活動プログラムの中でお子様の状態を観察し、一人一人

の課題に応じた学習計画を立てます。 

 

通級指導の対象となるお子様は 

ことばの教室 【茅ヶ崎小学校・梅田小学校】 

通級指導教室に入るには（入級手続き） 

通級指導教室とは 

そだちの教室【鶴が台小学校・緑が浜小学校】 

１ ２ 

通級指導の対象となるお子様は 

このような指導・支援をします 

３ 

このような指導・支援をします 



＜各通級指導教室案内図＞ 
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☆ 幼児のことばの相談 

＊小学校入学前のお子様のご相談は、茅ヶ崎市こども 

センターにお問い合わせください。 

＜茅ヶ崎市こどもセンター＞ 

電話：０４６７－８４－０５０５ 

住所：茅ヶ崎市今宿４４４－２ 

＊こどもセンターで面談後、お子様の状況により、 

幼児のことばの教室で支援します。 

＜幼児のことばの教室＞（茅ヶ崎小学校内に併設） 

茅ヶ崎市  通級指導教室 
●鶴が台中 

梅田中● 

青少年会館● 

国道一号線 

市役所 

鶴が台小 

北茅ヶ崎駅 

梅田小 

茅ヶ崎駅 

茅ヶ崎小 

     

至藤沢 

至平塚 

小

出

県

道 

緑が浜小 

JR東海道線 

茅ヶ崎市立緑が浜小学校 そだちの教室 

＊対象：東海道線より南側の地域の小学校に通う児童 

＊住所：茅ヶ崎市緑が浜１-１（緑が浜小学校前バス停より１分） 

＊電話：０４６７－８８－５００５（直通） 

茅ヶ崎市立茅ヶ崎小学校 ことばの教室 

 ＊対象：東海道線より南側の地域の小学校に通う児童 

＊住所：茅ヶ崎市共恵 1-10-23（茅ヶ崎駅南口より徒歩５分） 

＊電話：０４６７－８３－４５９７（直通） 

茅ヶ崎市立梅田小学校 ことばの教室 

＊対象：東海道線より北側の地域の小学校に通う児童 

＊住所：茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-6-1（茅ヶ崎駅北口より徒歩８分） 

＊電話：０４６７－８５－１１２４（直通） 

茅ヶ崎市立鶴が台小学校 そだちの教室 

＊対象：東海道線より北側の地域の小学校に通う児童 

＊住所：茅ヶ崎市鶴が台 12-1（鶴が台団地バス停より３分） 

＊電話：０４６７－５２－３００６（直通） 

茅ヶ崎市立 茅ヶ崎小学校 ことばの教室 

茅ヶ崎市立 梅 田小学校 ことばの教室 

茅ヶ崎市立 鶴が台小学校 そだちの教室 

茅ヶ崎市立 緑が浜小学校 そだちの教室 

４ 

そだちの教室（鶴が台小学校） 

ことばの教室（梅田小学校） 

☆ 通級していないお子様のことばや発達に関する教育相談も受け付

けています。相談は予約制ですので、電話で御連絡ください。 


